
 

 

 

 全国革新懇が総選挙結果について以下の声明を出しました。 
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島根革新懇 

連絡先： メール horiki@enjoy.ne.jp （堀木） 電話 0852-25-3456（伊東） 

 

 
 

全国革新懇 総選挙結果について（声明） 
 

 2 月 8 日、大義も政策上の明確な争点も示さず、高市政権への支持率の高さに依拠し

た総選挙が実施され、自民党が 316 議席（改選前比で 118 議席増）を得て単独で衆議院

の 3分の 2を上回り、連立を組む日本維新の会とあわせ 352 議席（77.36％）と改憲発

議可能な議席数を衆議院で確保する結果となった。一方で、高市政権と対決し、「3つの

共同目標」を支持する勢力が議席を後退させたことは痛恨の事態である。 

高市首相は、憲法上の根拠を欠く衆議院解散を恣意的に行い、総選挙は自らへの信任

投票だと扇動し、「国論を二分する政策をすすめるため」として信任を迫った。しか

し、政策の詳細は語らず、党首討論など論議の場を回避して有権者に選択肢を提示せ

ず、「強さ」を打ち出すイメージ選挙に多額の選挙費用をつぎ込み、超短期間の総選挙

を天災級の大雪のもとでも強行した。 

289 の小選挙区のうち 249（86％）で自民党が勝利したが、一方で比例代表 176 議席

のうち自民党が獲得したのは 63 議席（37％）に過ぎない。相対的 1位の得票者が総取

りする小選挙区制度の欠陥が示される結果となった。二重にも三重にも権力者が民主主

義を蹂躙した選挙であった。 

 総選挙で自民党が多数を占めたが、高市政権が有権者の信任を得た結果とは到底言え

ない。いわんや、安保 3文書の改定と大軍拡、憲法 9条改憲、スパイ防止法制定など、

アメリカ言いなりに進めようとする戦争準備の施策を市民は受け入れてはいない。 

選挙翌日の記者会見で高市首相が、改憲推進を強調して国民投票にふみこんだよう

に、政治の右傾化が一気に進みかねない。そのもとで、様々な要求での共同をつなぐ懸

け橋となり、生活向上と民主主義、平和を実現する政治を求める革新懇運動の役割はさ

らに重要になった。二度と戦争はしないと次の世代と世界に公約した憲法を真ん中に置

き、その実現を求める市民運動の再活性化に尽力し、右傾化に抗する政治的なうねりを

作り出すために力を寄せ合おう。 

 当面、富の再配分政策の強化と一体の消費税減税と賃金、年金の引き上げを柱とする

物価対策、ジェンダー平等、社会保障の拡充など尊厳あるくらし実現の要求などでの共

同の前進、発展に奮闘しよう。改憲発議を阻止するための運動と共闘づくりを早急に進

めよう。 

抑止対抑止の戦争準備から、対話と外交による平和の枠組みづくりをめざす政治への

転換を求め、「3つの共同目標」を高く掲げて革新懇づくりを強めよう。立ち止まる時間

はない。総選挙結果を受けて、白紙委任を受けたとして暴走するであろう高市政権と真

っ向から対決する国民運動・市民運動を作り出すたたかいを開始しよう。 
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島根原発 2号機プルサーマル発電の同意撤回を申し入れ 

原発ゼロの会は２月１２日、丸山島根県知事に対し、 

島根原発に係る申し入れを行いました。県からは担当 

課から４名が参加し、原子力安全対策課課長が申し入 

れ書を受け取りました。 

申し入れの内容は中部電力の耐震データねつ造に関 

し島根原発でのねつ造の有無を求めることとプルサー 

マル発電の同意撤回を求めるものです。当日はNHK 

のテレビ取材や山陰中央新報社の取材もありました。 

「水道料金の見直し」松江市上下水道局による出前講座 

新日本婦人の会・松江支部主催による「水道料金の 

見直し」出前講座が 2月 13 日に津田公民館で開催され 

ました。松江市上下水道局から３人、聞き手は９人。 

今年の 10 月の使用量から松江市の水道料金が値上げ 

されます。市水道局からは値上げの背景・必要性・経営 

努力などの説明と、水道料金の滞納・不払いの場合の措 

置について話がありました。 

質疑応答では、「使用量が最低の人も料金値上げにな 

るから滞納・不払いが増えるのではないか」「高齢者の一人暮らしも多いからきめ細かいフォローが必 

要」など活発な発言が続きました。講座の後、「公営企業法」の独立採算制と受益者負担の原則が大きな

壁になっていると参加者で話し合われていました。 

あの日から 15 年 

3．11 福島を忘れない 

日時：３月１４日（土）１４時～１６時 

会場：ろうかん４階大会議室 

講演： 「福島原発事故後の被ばく問題 

～甲状腺がん裁判を中心に～」 

講師：井戸 謙一 弁護士 

第 45 回地域自治講座 

「地域と共生する再エネ事業の 

ポイント」 

講師 上園 昌武（北海道学園大学教授） 

日時：２月２７日（金）18：30～20：30 

会場：島根県民会館 307 会議室 

    資料代 500 円 

3.13 重税反対統一行動 

☆島根県中央集会 
日時：3 月 13日（金）9：30～ 

会場：くにびきメッセ小ホール 

☆安来集会  

日時：3 月 6日（金）14：30～ 

会場：安来中央交流センター 

☆出雲集会  

日時：3 月 13日（金）9：30～ 

会場：ビッグハート出雲 

☆大田集会  

日時：3 月 16日（月）10：00～ 

会場：中国労金 2階 

☆江津・浜田集会  

日時：3 月 13日（金）9：30～ 

会場：いわみーる 3階 

☆益田集会  

日時：3 月 13日（金）10：00～ 

会場：益田市民学習センター 




